
春日部市被保護者年金申請支援事業業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１　目的 

　生活保護受給者の自立促進を図るため、生活保護の被保護者等の年金調査及び申請代

行手続等を外部の事業者に委託する被保護者年金申請支援事業を委託により実施す

る。事業の実施には、社会保険制度及び各種給付制度等に関する高度な知識を必要と

するものであることから、被保護者に係る事業の実績を有した事業者を対象に、企画

提案による公募型プロポーザルを実施するものである。 

 

２　委託業務の内容に関する事項 

（１）業務名 

　　　春日部市被保護者年金申請支援事業業務委託 

（２）業務内容 

　　　別紙「春日部市被保護者年金申請支援事業業務委託仕様書」による。 

（３）委託業務の期間 

　　　契約締結日から令和９年３月１９日まで 

（４）委託料上限額 

　　　１４，３００，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

　　　本委託業務の契約締結に係る上限額であり、本市がこの金額で契約を締結するこ

とを約束するものではない。 

なお、提出される見積額が上限額を超えた場合には審査自体を行わない。 

（５）契約方法 

　　　公募型プロポーザル方式による随意契約 

（６）委託料の支払 

　　　毎月払い 

 

３　スケジュール 

　令和８年５月１９日（火）　公告 

令和８年５月２６日（火）　質問書提出期限 

令和８年６月２日（火）　質問書の回答 

令和８年６月９日（火）　参加申込及び企画提案書等提出期限 

令和８年６月１０日（水）　参加資格確認結果通知及び審査通知 

令和８年６月１７日（水）　審査（プレゼンテーション）実施 



令和８年６月２２日（月）　審査結果通知 

令和８年６月３０日（火）  委託契約締結 

 

４　応募資格に関する事項 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）春日部市契約規則（平成１７年春日部市規則第１２６号。以下「契約規則」という。）

第１５条の規定により春日部市の一般競争入札に参加させないこととされた者で

ないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしてい

ない者であること。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしてい

ない者であること。 

（５）本業務の公告日から業務委託候補者を選定するまでの期間に、春日部市の契約に係

る入札参加停止等の措置要綱（平成２５年４月１日施行）に基づく指名停止措置を

受けていないこと。 

（６）本業務の公告日から業務委託候補者を選定するまでの期間に、春日部市の締結する

契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成２４年４月１日施行）に基づく入札

参加除外措置を受けていないこと。 

（７）過去３年間（令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで）に、都道府県及び市

区町村から発注された本業務と同等以上の業務について、元請として契約を締結し、

かつ、これらを誠実に履行した実績がある者。 

 

５　手続き等に関する事項 

（１）参加申込書等の受付 

　　ア　提出期限　　令和８年６月９日（火）午後５時１５分まで 

　　イ　提出場所　　５の（４）のとおり 

　　ウ　提出書類　　①　参加申込書 

　　　　　　　　　　②　業務受託実績調書（様式１） 

　　　　　　　　　　③　業務受託実績の確認できる書類の写し、その他事業者の概要 

を表すもの（任意様式、パンフレット等可能） 

　　エ　提出部数　　１部（電子データ） 

　　オ　提出方法　　持参又は郵送（郵送の場合は書留とし、提出期限内に必着のこと。 

 



（２）質問書の受付 

　　ア　提出期限　　令和８年５月２６日（火）午後５時１５分まで 

　　イ　提出方法　　質問書を添付した電子メールを５の（４）の電子メールアドレスに

送信する。 

　　ウ　回答方法　・参加申込書を提出した事業者にあて、令和８年６月２日（火） 

午後５時１５分までに、電子メールで回答する。 

　　　　　　　　　・全質問を一括して令和８年６月２日（火）に、春日部市公式ホー

ムページへ掲載する。 

（３）企画提案書の受付 

　　ア　提出期限　　令和８年６月９日（火）午後５時１５分まで 

　　イ　提出場所　　５の（４）のとおり 

　　ウ　提出書類　　①　企画提案書（任意様式も可） 

　　　　　　　　　　　ⅰ）記載事項 

　　　　　　　　　　　　・統括責任者、実施体制（再委託予定先含む） 

　　　　　　　　　　　　・行程表 

　　　　　　　　　　　　・その他、有用と思われる提案 

　　　　　　　　　　　ⅱ）作成方法等 

　　　　　　　　　　　　・用紙のサイズはＡ４版とする（図表等については、Ａ３版 

　　　　　　　　　　　　　の片面印刷で折り込みも可能） 

　　　　　　　　　　②　見積書（任意様式） 

　　エ　提出部数　　１部（電子データ） 

　　オ　提出方法　　持参又は郵送（郵送の場合は書留とし、提出期限内に必着のこと。） 

（４）担当（問い合わせ先・提出場所） 

　　　〒344-8577　埼玉県春日部市中央七丁目２番地１ 

　　　　　　　　　春日部市役所生活支援課保護第 1 担当 

　　　　　　　　　電 話　０４８－７９６－８４５２（直通） 

　　　　　　　　　ファクシミリ　０４８－７３７－３６８２ 

　　　　　　　　　電子メール　seikatsu@city.kasukabe.lg.jp 

 

６　業務委託候補者の選定に関する事項 

（１）審査（プレゼンテーション） 

　審査（プレゼンテーション）は、令和８年６月１７日（水）に春日部市役所本庁舎

３階３０３会議室にて参加事業者の提出した企画提案書等の説明及び業務従事予

定者の経歴や意気込み、強み等についてのプレゼンテーションを実施する。 



（２）業務委託候補者の選定 

　審査により、総合的に判断し、最も優れていると認める者を最優秀企画提案事業者

として選定する。 

　春日部市は審査委員会の選定を基に、総合的に判断して、当該事業の業務委託候補

者を選定する。 

（３）選定結果の通知 

　選定結果は令和８年６月２２日（月）に郵送および電子メールで通知する。 

 

７　参加資格の喪失に関する事項 

　次のいずれかに該当したときは、業務委託候補者の選定手続への参加資格を失うこと

がある。 

（１）４（応募資格に関する事項）の要件を満たさなくなったとき。 

（２）参加申込書等の提出日、提出場所、提出方法等が本要領に適合しなかったとき。 

（３）参加申込書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていなかったとき。 

（４）参加申込書等に記載すべき事項以外の事項が記載されていたとき。 

（５）参加申込書等に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。 

 

８　その他 

（１）本プロポーザルへの参加者を広く募るため、春日部市公式ホームページへの掲載等

により周知を図る。 

（２）提出された参加申込書、企画提案書、質問書等（以下「提出書類等」という。）は

返却しない。 

（３）書類の作成及び提出に係る費用等の参加費用は全て参加者の負担とする。 

（４）提出書類等は、本業務の委託候補者の選定以外の目的には使用しない。なお、提出

された書類は、春日部市情報公開条例に基づき公開する場合がある。 

（５）参加申込書等を提出した者が本プロポーザルの参加を辞退する場合は、速やかに、

文書で春日部市生活支援課長に届け出ること。 

（６）業務委託候補者選定後、本プロポーザルに参加した事業者を公開する場合がある。

ただし、提案内容及び審査内容については公開しない。 

（７）複数の事業者が共同して当該事業に参加することができる。この場合、事業者間の

意思決定や当該事業業務委託に責任を持つ者（代表事業者）を決定し、事業者間の

役割分担を明確にすること。 

　また、共同する全ての事業者が４に規定する応募資格を満たしていることとする。


